
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆“仕事と子育ての両立支援”がさらに前進！◆ 

 

◆厚生労働省は、男女ともに子育てをしながら働き続けるこ

とができる雇用環境を整備することを目的に、「育児・介護

休業法等の改正法案（育児休業、介護休業等育児又は家

族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の

一部を改正する法律案）」を作成し、平成２１年４月２１日に

国会に提出しました。 

 

今回の改正の概要は、以下の通りです。 

 

①子育て期間中の働き方の見直し 

 

◆３歳までの子を養育する労働者には、「短時間勤務制度

（１日６時間）」を設けることを事業主の義務とし、労働者か

ら請求があったときの所定外労働の免除を制度化する。 

 

◆子の看護休暇制度を拡充する。小学校就学前の子が１

人であれば年５日（現行通り）、２人以上であれば年１０

日。 

 

②父親も子育てができる働き方の実現 

 

◆父母がともに育児休業を取得する場合、１歳２ヶ月（現行

１歳）までの間に１年間育児休業が取得できる 

 

◆父親が出産後８週間以内に育児休業を取得した場合、

再度、育児休業を取得できる 

 

◆配偶者が専業主婦（夫）であれば、育児休業を取得不可

とすることができる制度を廃止する。 

 

※これらに併せ、雇用保険の育児休業給付についても所要

の改正を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営者のための労務・社保・法改正情報   『この会社で働くことができてよかった』 そう思える会社作りのお手伝いを致します 

 

 

 

 

③仕事と介護の両立支援 

 

◆介護のための短期の休暇制度を創設する（要介護状態の

対象家族が１人であれば年５日、２人以上であれば年１０日）。 

 

④実効性の確保 

 

◆苦情処理・紛争解決の援助と調停の仕組みを創設する。 

 

◆報告を求めた場合に報告をしない、または虚偽の報告をし

た者に対する過料を創設する。また、勧告に従わない場合

の公表制度を創設する。 

 

◆この法案が通れば、平成２２年４月にも施行されると思わ

れます。社員にとっては喜ばしいことですが、会社によっては

そうではない場合もあります。 

 

来年度の話ですが、制度の組み立て直しが必要な場合も

あります。 

 

◆裁判員制度がスタートしました◆ 

 

◆５月２１日から裁判員制度がスタートしています。 

 

企業としては、従業員が裁判員の職務を行うことになった

場合の対応を明確にしておいたほうが良いでしょう。 

そこで、対応を考える際に知っておくべき法令や、各企業の

取り組みについてご紹介します。 

 

Ａ 裁判員の職務の流れは？ 

 

◆そもそも、裁判員の職務の流れはどうなっているのか、簡単

にご紹介します。 

 

①裁判員候補者として裁判所に呼び出される。 

※裁判の日数が３日以内の事件で、１事件毎に５０人程度。 

※裁判員候補者名簿に記載された人の中から、事件毎に“くじ”

で選ばれる。 

 

≪今月号の内容≫ 

仕事と子育ての両立支援が更に前進（平成２２年４月から？） 

員制度がスタートしました（平成２１年５月２７日から） 

雑感 

所長の山下隆二です。６月は雨のシーズン。今の所、梅雨入りす

る情報はないようです。通勤途中や日中の雨はいやなものです

が、全く振らないとまた水不足の不安が･･･ 今月お伝えするテー

マは、右記の通りです。貴社の労務管理にお役立て下さい。 

◆

◆裁判

◆

６６  

２００９ 

貴社を労務管理リスクから開放します
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②最終的に事件ごとに裁判員６人が選任される。 

※必要な場合には、補充裁判員も選任。 

 

Ｂ 法令の定めはどうなってる？ 

 

◆会社は、社員が裁判員の職務のために仕事を休むことを

拒むことはできません。何故なら、労働基準法第７条に

「労働者が公の職務を執行するために必要な時間を請求

した場合、企業（使用者）は、それを拒んではならない。」と

規定されており、裁判員の職務は「公の職務」に当たるか

らです。 

 

◆また、裁判員法第１００条では「労働者が裁判員の職務

のために休暇を取得したり、その他裁判員、候補者等であ

ることを理由に不利益な取り扱いをしてはならない。」と規

定されています。 

 

◆尚、社員が裁判員の職務のために仕事を休む場合、その

期間を有給にするのか無給のするのかについては定めがな

く、扱いは各会社（使用者）の判断に委ねられています。 

 

Ｃ 各企業の取組は？  

 

◆２００８年の日本経団連の調査結果（対象１９７社、回答９

３社、有効回答率４７．２％）によると･･･ 

 

・「有給休暇扱い」と回答した企業－８６％ 

・「無給休暇扱い」と回答した企業－２％ 

 

ほとんどの企業が有給休暇の扱いとしています。 

 

◆有給休暇とした企業の対応としては･･･ 

 

・「裁判員特別休暇」を新たに設けたケース 

・「公務休暇」「特別休暇」に含める（従来規定） 

 

等の対応があり、適用される休暇制度の具体的名称は企

業毎に異なっています。 

 

◆就業規則上の取り扱いについては･･･ 

 

・「従前の規定に解釈上含み、就業規則は改正せず」 

－３４％（最大） 

・「従来規定に例示を加え、就業規則を改正済み」 

－１９％ 

・「新制度を創設し、就業規則を改正済み」 

－１４％ 

 

◆一方、対応については決定済みであるが、就業規則の改

正が完了に至っていないのは全体の１８％にとどまり、各企

業とも迅速な対応をしていることがわかります。 

 

◆福岡で裁判員候補者に選ばれる確率（生涯確率）は１／

１０、更にその中から裁判員に選ばれる確率（生涯確率）は

１／６２だそうです。 

感覚的に、それ程高くないような気もしますが、万が一、社

員から申出があった時に、「おいおい、どうしよう。仕事の段

取りは･･･ うちの規定はどうなっているんだ。」とあわてること

も考えられます。 

 

◆就業規則に、「この時はこう、手当はこう･･･」と決めておくと、

スムーズに事が運びます。「備えあれば憂いなし」です。 

 

◆雑 感◆ 

◆我が家では、５月中旬頃から運動会シーズンに突入しまし

た。やれ、逆立ちの練習だの、カケッコの練習だの、週末は

つき合わされます。 

 

◆５月３１日は小学校の運動会でした。ダンスが嫌で怠けて

いたこと以外は、結構楽しめました。でも、見学があと数年

続くとなると、体力的にもつかどうか不安です。 

 

≪お仕事カレンダー≫ 

６／１０･･･一括有期事業開始届（建設業） 

主な対象事業：概算保険料１６０万円未満かつ 

請負金額が１億９０００万円未満の工事 

６／１０･･･源泉所得税・住民税特別徴収税額の納付 

（５月分） 

６／３０･･･５月分健康保険料・厚生年金保険料の納付 

･･･児童手当現況届の提出 

・・・労働者死傷病報告書の提出 

（休業４日未満の２～４月の労災事故） 

･･･４月決算法人の確定申告 

１０月決算法人の中間申告

･･･７・１０・翌１月決算法人の消費税の中間申告
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★就業規則の作成変更 

★人事賃金制度の構築 

★管理者研修の実施

★退職金制度の構築

★４ ０ １ ｋ 導 入 支 援

★セ ミ ナ ー ／ 講 演

★各種助成金の申請

★労働／社会保険手続


